










資料１ 
 

 

 

 

 

 戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例
（案）について 
 
 
 
【概要】 

 令和６年度税制改正大綱（令和 5 年 12 月 22 日閣議決定）により、戸田

市国民健康保険税条例の改正を行うものです。 

 ① 低中間所得層の負担緩和を図るため、賦課限度額を２万円引き上げ

る。 

 ② 物価上昇の影響で国民健康保険税均等割の軽減を受けている世帯が

減少しないよう、軽減判定所得基準額を引き上げる。 
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令和6年度税制改正大綱（令和5年12月22日閣議決定）により、

国民健康保険税の賦課限度額・軽減判定所得基準額を引き上げ

戸田市では専決処分による国民健康保険税条例の改正により

対応（令和6年3月末日予定）

（1）賦課限度額改正

（令和4年度分から専決処分で対応）

目的 低中間所得層の負担感の緩和を図るため

内容
令和5年度 令和6年度

医療分
（基礎課税額） 65万円 65万円

後期高齢支援金等分 22万円 24万円

介護納付金分 17万円 17万円

計 104万円 106万円

（1）賦課限度額改正

影響世帯数 約160世帯（世帯所得1,180万円以上）

国保加入世帯 約16,000世帯の1％

（1）地方税法施行令の改正が令和6年3月末日に公布予定

（政令公布日～賦課期日4月1日に条例改正が必要）

（2）法定限度額の改正に遅滞なく対応

（戸田市国保運営協議会答申による）

保険税収入

令和5年度 24億9,043万円

令和6年度 24億9,322万円

差額 約280万円

（2）軽減判定所得基準額改正

軽減額 約140万円増（約50世帯）

（軽減分は公費で負担されるため財政上影響なし）

（1）3月上旬 健康福祉常任委員会（事前報告）

（2）3月末日 条例の一部改正を専決処分し、公布

（3）6月 6月定例会（報告）

（2）軽減判定所得基準額改正

（平成12年度分から専決処分で対応）

目的 物価上昇に伴う低所得者軽減世帯の範囲縮小を防ぐため

内容 ・5割軽減判定基準所得の一人当り算定基準額

29万円 → 29.5万円

・2割軽減判定基準所得の一人当り算定基準額

53.5万円 → 54.5万円

戸田市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（案）について

① 改正概要 ② 令和6年3月末日付で専決処分をする理由

③ 財政への影響

④ 今後の予定
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資料２
 

 

 

 

 

 令和５年度戸田市国民健康保険特別会計補正予算
（案）について 
 
 
 
 
【概要】 

 令和５年度予算について、各種実績、見込み等に基づき、補正するもの

です。 
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資料２-２ 
 

【補正予算資料概要】 

令和５年度 戸田市国民健康保険特別会計補正予算について 

 

資料２-１について 

１ 歳入 

(1) 国民健康保険税 

被保険者の所得水準が当初の見込みに比べて約１０％低かったことを主な

要因として、減額補正するものです。 

(2) 県支出金 

普通交付金は、療養諸費や高額療養費等医療費の保険給付分に相当する額

を県が交付するもので、このうち、「一般被保険者療養給付費」が当初の見

込みを下回ったことから、減額補正するものです。 

一方、特別交付金は、「データヘルス計画等策定支援業務」に係る歳出の

減額に合わせて、減額補正するものです。 

(3) 繰入金 

① 保険基盤安定繰入金 

保険基盤安定繰入金は、令和５年度は負担金の計算に用いる１人当たり保

険税が見込みより高かったことから、増額補正するものです。 

② 未就学児均等割保険税繰入金 

未就学児均等割保険税繰入金は、令和５年度は軽減対象の被保険者が 見

込みより少なかったことから、減額補正するものです。 

③ 出産育児一時金繰入金 
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被保険者が出産したとき、出産児１人につき５０万円（産科医療補償制度

未加入分娩機関で出産の場合は４８.８万円）を支給する制度です。当初の想

定より申請実績が少ないことから、減額補正するものです。 

④ その他一般会計繰入金 

国民健康保険特別会計の歳入超過分を調整するため、減額補正するものです。 

(4) 繰越金 

前年度の繰越金の確定に伴い、増額補正するものです。 

(5) 国庫支出金 

① 災害臨時特例補助金 

東日本大震災による東電原発事故当時に特定避難指示区域に居住していた

者であって、転入により戸田市国保に加入しているものに対し、国の基準に

基づき一部負担金の減免を実施しているもので、見込み額に基づき増額補正

するものです。 

② 社会保障・税番号制度システム整備費等補助金 

戸田市国保の被保険者に対し、マイナンバーカードと健康保険証の一体化

に係るメリット等の周知費用が補助の対象となったため、増額補正するもの

です。 

 

２ 歳出 

(1) 保険給付費 

① 一般被保険者療養給付費 

療養諸費や高額療養費等の保険給付費のうち、「一般被保険者療養給付
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費」が当初の想定を下回っていることから、減額補正するものです。なお、

市が支出する保険給付費については、その全額を県から「普通交付金」とし

て交付を受けておりますので、歳入においても、同額を減額補正しておりま

す。 

② 出産育児一時金 

被保険者が出産したとき、出産児１人につき５０万円（産科医療補償制度

未加入分娩機関で出産の場合は４８,８万円）を支給しているものです。今年

度実績において、当初の想定より申請実績が少ないため、減額補正するもの

です。 

③ 傷病手当金 

新型コロナウイルス感染症の罹患等に係る傷病手当金（適用期間は令和５

年５月７日まで。時効は２年）について、当初の想定より申請実績が少ない

ため、減額補正するものです。 

(2) 保健事業費 

① 特定健康診査・特定保健指導事業費 

４０歳から７４歳までの戸田市国保の被保険者を対象とした特定健康診査

について、当初の想定より受診者数の減少が見込まれることを主な要因とし

て、減額補正するものです。 

② 保健衛生普及費 

データヘルス計画等策定支援業務について、契約金額の確定に伴い、減額

補正するものです。また、埼玉県との共同事業で実施している「生活習慣病

重症化予防対策事業」について、当初の想定よりも参加者数の減少が見込ま

7



れるため、同じく減額補正するものです。 

(3) 諸支出金 

国や県からの交付金の返還額について、当初の想定よりも上回る見込みで

あるため、増額補正するものです。 
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資料３ 
 

 

 

 

 

 令和６年度戸田市国民健康保険特別会計当初予算
（案）について 
 
 
 
 
【概要】 

 令和６年度予算について、各種給付見込み等を勘案し、予算編成をした

ものです。 
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令和６年度当初予算歳入歳出総括表

歳入 歳出 （単位　千円）

11,315,439合計 合計11,315,439
84,715⑤その他 ⑤その他53,555

100,000

7,516,849
2,460,145 75,697

160,963
3,477,215③国民健康保険事業費納付金

②県支出金 7,583,434

④繰越金
③繰入金

①国民健康保険税 ①総務費
②保険給付費

④保健事業費
1,118,305
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歳 入
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90%

100%

1

歳 出

②保険給付費
7,516,849千円
（66.4％）

③国民健康保険
事業費納付金
3,477,215千円
（30.7％）

①総務費
75,697千円（0.7％）

④保健事業費
160,963千円
（1.5％）⑤その他

84,715千円（0.7％）

①国民健康保険税
2,460,145千円
（21.7%）

②県支出金
7,583,434千円
（67.0%）

③繰入金
1,188,305千円
（9.9%）

④繰越金
100,000千円（0.9%） ⑤その他

53,555千円（0.5％）

資料３-２
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年度別当初予算比較（歳入）
（単位　千円）

予算額 対前年度伸び率 予算額 対前年度伸び率
①国民健康保険税 2,587,122 2,521,942 -2.52% 2,460,145 -2.45%
②県支出金 6,784,003 6,978,995 2.87% 7,583,434 8.66%
③繰入金 1,233,397 1,188,522 -3.64% 1,118,305 -5.91%
④その他 152,114 154,002 1.24% 153,648 -0.23%
合計 10,756,636 10,843,461 0.81% 11,315,532 4.35%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

令和４年度 令和５年度 令和６年度

(千円) 年度別当初予算比較（歳入）

①国民健康保険税

②県支出金

③繰入金

④その他

①24.1％

①23.8％

②64.7％②63.1％

③10.0％③11.5％

④1.4％④1.4％

①23.3％

②64.4％

③11.0％

④1.4％
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年度別当初予算比較（歳出）
（単位　千円）

令和４年度
予算額 予算額 対前年度伸び率 予算額 対前年度伸び率

①保険給付費 6,918,118 7,031,923 1.65% 7,516,849 6.90%
②国民健康保険事業費納付金 3,609,753 3,677,997 1.89% 3,477,215 -5.46%
③保健事業費 169,985 167,840 -1.26% 160,963 -4.10%
④その他 145,605 136,994 -5.91% 160,412 17.09%
合計 10,843,461 11,014,754 1.58% 11,315,439 2.73%

0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

令和４年度 令和５年度 令和６年度

(千円)
年度別当初予算比較（歳出）

①保険給付費

②国民健康保険事業費
納付金

③保健事業費

④その他
③1.5％

①63.8％

②33.4％

④1.2％
③1.5％

①66.4％

②30.7％

③1.4％

④1.4％

①62.8％

②32.8％

④1.3％
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資料４ 
 

 

 

 

 

国民健康保険税について 
 
 
【概要】 

 埼玉県国民健康保険運営方針（第３期）が策定されたことを受けて、国

民健康保険税の税率に係る今後の方針を共有させていただくものです。 
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1 2 3
埼玉県国民健康保険運営方針（第3期）
について

国民健康保険財政運営の責任主体として県が策定

する方針（国民健康保険法第82条の2）

① 策定年月日 令和5年12月25日

② 対象期間 令和6年4月1日～令和12年3月31日

（6年間）
※ ただし、中間年（令和8年度）に必要な見直しを行う。

③ 保険税水準の統一

次のとおり保険税水準の統一を進める

ア 納付金ベースの統一（令和6年度～）

医療費水準を納付金の額の算定に反映しない

・納付金 普通交付金の財源として県が市町村

から徴収（市町村の被保険者数、所得、医

療費水準から算定）

・普通交付金 県が市町村の保険給付に要する

額を全額交付

イ 準統一（令和9年度～）

県が市町村ごとに算定する市町村標準保険税

率に一致している状態

・市町村標準保険税率 市町村が納付金等の財

源を確保するために必要な税率

ウ 完全統一（令和12年度～）

県全体の標準保険税率に一致している状態

※ 現状、市町村標準保険税率と保険税率が一

致している市町村はない。

（保険税率）

医療分 後期分 介護分

所得割 8.00% 1.60% 1.42%

均等割 31,800円 9,500円 12,500円

（標準保険税率）

医療分 後期分 介護分

所得割 7.26% 2.98% 2.48%
(現行税率との差) (-0.74%) (1.38%) (1.06%)

均等割 43,045円 17,241円 17,597円
(現行税率との差) (11,245円) (7,741円) (5,097円)

収入増加要因 影響額 収入減少要因 影響額

税率改正 9,000万円 被保険者数減少 7,880万円

所得増加 3,800万円

課税限度額改正 1,100万円

収納率上昇 3,300万円

増加計(A) 17,200万円 減少計(B) 7,880万円

令和4年度・令和5年度税率改正について

① 税率改正の内容

医療分均等割 20,000円→25,900円（令和4年度）

医療分均等割 25,900円→31,800円（令和5年度）

② 税率改正による増収効果（令和4年度改正）

令和3年度収入額 24億4,340万円

令和4年度収入額 25億3,660万円

約 9,320万円の増（A-B）

令和7年度以降の税率について

国民健康保険法（昭和33年法律第192号）
第82条の2第9項
「市町村は、都道府県国民健康保険運営方針を踏まえた
国民健康保険の事務の実施に努めるものとする。」

① 埼玉県国民健康保険運営方針（第3期）を踏まえ、
保険税水準の統一（標準保険税率との一致）に努める。

② 保険税率を標準保険税率に一致させた場合、被保険
者の負担が著しく増大する。

被保険者の負担増をできるだけ抑制しつつ、

保険税率の一部を標準保険税率に一致させる

等の方策を検討していく。

世帯平均負担額
170,006円 → 203,937円

（モデルケース1）
・世帯主45歳 所得200万円

226,700円 → 277,500円
（モデルケース2）
・世帯主45歳 所得300万円
・配偶者40歳 所得なし
・子10歳 所得なし

432,000円 → 542,800円
（モデルケース3）
・世帯主70歳 所得100万円
・配偶者70歳 所得なし

96,000円 → 118,500円

33,931円増

50,800円増

110,800円増

22,500円増

国民健康保険税について
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